
（仮称）宇都宮市工場立地法準則等条例骨子（案）について 

 

 

１ 条例制定の目的 

この条例は，工場立地法の規定による工場敷地内の土地利用の制限を緩和することで，

既存工場の増改築・新規立地の促進による，工場の市外転出の防止を図るとともに，新

たな企業を市内に誘致することにより，本市産業の振興と安定した雇用の維持・創出を

図ることを目的とします。 

 

２ 工場立地法の概要 

（１） 立法の目的 

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため，一定規模以

上の特定業種の工場が設置すべき緑地等について定めています。 

（２） 規制の対象となる工場（特定工場） 

対象業種：製造業，電気・ガス・熱供給業者(水力，地熱，太陽光を除く。)  

対象規模：敷地面積９，０００㎡以上又は工場の建築面積３，０００ ㎡以上 

（３） 主な規制内容 

     緑地面積率等は以下のとおり定められています。 

 生産施設(建物) 緑地 環境施設(※2) 

敷地面積に対する割合 ６５％以内(※1) ２０％以上 ２５％以上 

※１他の法律などにより，この割合以下となる場合があります。 

※２環境施設とは，緑地と太陽光発電施設やグラウンド，体育館などを合わせ

た面積を示します。 

 

３ 条例制定の背景について 

   工場立地法では，敷地面積 9,000 ㎡以上又は，建築面積 3,000 ㎡以上の製造業等

の工場又は事業場（以下「特定工場」という。）において，敷地面積に対する緑地面積

や環境施設面積の割合等（以下「法準則」という。）が規定されていますが，法準則に

代えて，市が地域の実情に合わせてこの緑地面積や環境施設面積の割合等（以下「市準

則」という）を条例で定めることができます。 

特定工場では，敷地内において緑地面積を確保しつつ，老朽施設の建替えや増設を

行うことが困難な状況にある工場もあることから，工場敷地の有効活用を可能にする

ことにより，既存工場の増改築及び新規立地を促進し，工場の市外転出を防止するた

め，工場立地法第４条の２第２項の規定により市準則条例を制定し，緑地面積率等を

緩和するものです。 

 また，市の条例では工場周辺の環境に配慮するため，緑地面積率の緩和にあわせ，

住宅地や商業地に面する敷地の内外周部に視覚的な緑量確保を事業者に求める規定を

設けています。 



４ 条例による規制緩和等（案）の内容 

（１）面積制限の緩和 

工場立地法の規定により義務付けられている特定工場の敷地内の緑地面積率，環境施設の面積

率の緩和については，条例で変更できる下限基準値までの緩和となるよう下記のように設定しま

す。 

 改定後 

←

改定前 

緑地 環境施設 緑地 環境施設 

工専・工業地域 5%以上 10%以上 

20%以上 25%以上 準工業地域 10%以上 15%以上 

上記以外の地域 20%以上 25%以上 

（２）他の施設と重複する場合の緑地面積の緩和 

現行の国の基準では，工場立地法の規定により義務付けられている緑地面積率に達しな

い場合などにおいて，駐車場や太陽光発電設備など他の施設の用に供している緑地を，現

に有している緑地面積の２５％以内で緑地面積率に算入することができますが，市の条例

におきましては，条例で変更できる上限基準値までの緩和となるよう，緑地面積の５０％

まで拡充いたします。 

 

改定前：実際の緑地面積の２５％まで算入可 

≪例： 敷地 10,000 ㎡の工場≫    

→ 実際の緑地（1,600 ㎡）の 25％

(400 ㎡)まで緑地とみなすことができ， 

敷地の２０％（2,000 ㎡）の緑地を 

確保可能 

 

改定後：実際の緑地面積の５０％まで算入可 

≪例： 敷地 10,000 ㎡（工業地域）の場合≫ 

→ 実際の緑地（350 ㎡）の 50％ 

(175 ㎡)まで緑地とみなすことができ， 

敷地の５％（５００㎡）の緑地を 

確保可能 

 

（３）アメニティ向上のため，視覚的な緑量確保を追加 

条例制定後も事業者が遵守することとして，緑地率を２０％未満とする場合，周辺環境との調

和を図るため，住宅地や商業地に面した敷地内外周部に，立木等による視覚的な緑量確保を事業

者に求める規定を設けます。 

 

 

 

緑地
 

1,600 ㎡ 

400 ㎡以上の 
芝生の上の 

太陽光発電設備

緑地
 

３５０㎡ 

150 ㎡以上の 
芝生の上の 

太陽光発電設備 
㎡



５ 条例骨子（案）について 

条例に盛り込む事項 内  容 

第１条 条例の趣旨 この条例は，工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」とい

う。）第４条の２第２項の規定に基づき，法第４条第１項の規定により

公表された準則（以下「法準則」という。）に代えて適用すべき準則を

定めるものとする。 

第２条 区域並びに

緑地及び環

境施設の面

積の敷地面

積に対する

割合 

 

法第４条の２第２項に規定する区域並び当該区域における法第 4 条の

１第１項に規定する緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合

は，次の表のとおりとする。 

区域 

緑地の面積の敷地

面積に対する割合

（以下「緑地面積

率」という。） 

環境施設の面積の

敷地面積に対する

割合（以下「環境施

設面積率」という。）

都市計画法(昭和 43 年法律

第 100 号)第 8 条第 1 項第

1 号に規定する準工業地域 

100 分の 10 以上 100 分の 15 以上

都市計画法第 8 条第 1 項第

1 号に規定する工業地域及

び工業専用地域 

100 分の 5 以上 100 分の 10 以上

 

第３条 他 の 施 設 と

重 複 す る 緑

地 面 積 の 算

入 

次に掲げる施設の用に供する土地と緑地が重複する場合は，現に有す

る緑地面積の 100 分の 50 の割合まで乗じて得た面積を緑地面積率の

算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。    

(1) 工場立地法施行規則(昭和 49 年大蔵省，厚生省，農林省，通商産

業省，運輸省令第 1 号。以下「省令」という。)第 4 条に規定する緑地

以外の環境施設(同条第 1 号トに規定する太陽光発電施設を除く。)以

外の施設                            

(2) 省令第 4 条第 1 号トに規定する太陽光発電施設        

(3) 省令第 3 条に規定する建築物屋上等緑化施設  

第４条 敷 地 が ２ 以

上 の 区 域 に

わ た る 場 合

の適用 

特定工場の敷地が，緑地面積率及び環境施設面積率の基準が異なる区

域にまたがる場合におけるこの条例の規定の運用については，当該敷

地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合（以

下「敷地割合」という。）につき，当該敷地割合が も高い区域の規

定を当該敷地の全部に適用する。 



第 5 条 隣接地方公

共団体の長

との協議 

市長は，特定工場等の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわ

たるときは，当該地方公共団体の長と協議し，適切な措置を講ずるも

のとする。 

第６条 緑化の視覚

的な確保 

緑地面積率及び環境施設面積率を法準則で定める割合より低い割合で

整備する者は，周辺の地域における生活環境を保持するため，視覚的

な緑量の確保に努めなければならない。 

第７条 既 存 工 場 等

に 係 る 面 積

の算定 

１ 次項に掲げる場合を除き，昭和 49 年 6 月 28 日に設置されてい

る，又は設置のための工事が行われている法第 6 条第 1 項に規定する

製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が第２条

に規定する区域内に存する場合であって，当該既存工場等において生

産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行わ

れるときは，第２条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の

面積の算定については，法準則(備考)第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

を準用する。この場合において，法準則(備考)第 1 項第 2 号中「0.2」

とあるのは既存工場等が第 1 種地域に存する場合にあっては「0.1」

と，第 2 種地域に存する場合にあっては「0.05」と，同項第 3 号中

「0.25」とあるのは既存工場等が第 1 種地域に存する場合にあっては

「0.15」と，第 2 種地域に存する場合にあっては「0.1」と読み替え

るものとする。 

２ 法準則別表第一の業種の区分欄に掲げる 2 以上の業種に属する既

存工場等が第２条に規定する区域内に存する場合であって，当該既存

工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは，第２条の表

に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については，

法準則(備考)第 3 項第 1 号及び第 2 号の規定を準用する。この場合に

おいて，法準則(備考)第 3 項第 1 号中「0.2」とあるのは既存工場等が

第 1 種地域に存する場合にあっては「0.1」と，第 2 種地域に存する

場合にあっては「0.05」と，同項第 2 号中「0.25」とあるのは既存

工場等が第 1 種地域に存する場合にあっては「0.15」と，第 2 種地

域に存する場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。 

 

  

 


